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人権推進課の目標（平成２４年度）自己評価書 

 

人権推進課長 河合 昭男         

 

 

個別事業とその目標 達成度 
目標達成の効果又は 

達成できなかった理由等 

１ 人権啓発の推進（人権啓発班） 

  様々な人権問題の解決を目指し、あらゆる差別の撤廃と人権尊重の意識を高めるた

め、啓発活動（広報掲載・啓発冊子の配布・人権ポスターの作成等）を行います。 

また、人権週間（１２月４日から１０日まで）に併せて巡回啓発・街頭啓発・小学

生が描いた人権啓発ポスターの展示を行います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 人権相談業務の実施（人権啓発班） 

  人権擁護委員による定期的な人権相談（毎月第２火曜日）を実施し、様々な人権問

題の相談に応じています。 

 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

・広報ニュ－しすいで啓発するとともに、国や県から配布

された啓発冊子を活用し広く人権啓発をしました。 

・酒々井小学校及び大室台小学校に人権ポスターの作成を

依頼し、小学校６年生が作成した人権ポスター１９０点

を中央公民館で展示し啓発を行いました。 

・人権ポスターの中から優秀作品２点を啓発ポスターとし

て作成し、町内公共施設等に掲示し啓発を行いまいし

た。 

・人権週間（１２月４日から１２月１０日）に併せ役場庁

舎に懸垂幕、国道５１号線上の朝日橋に横断幕を設置す

るとともに、人権擁護委員と広報車で巡回啓発を実施

し、街頭で啓発物資を配付するなど人権意識の高揚を図

りました。 

 

 

 

・人権擁護委員による人権相談を毎月第２火曜日に実施

し、様々な人権問題の対応を図りました。 

 

 

達成度：H25.3.31の自己評価 

５ 目標を完全に達成した。  

４ 目標を概ね達成した。 

３ 目標を一部達成した。 

２ 目標をほとんど達成できなかった。 

１ 目標をまったく達成できなかった。 

様式１ 
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３ 同和対策事業の推進（人権啓発班） 

同和問題の解決に向け生活・就労等の各種相談事業を実施します。 

 

 

４ ＤＶ対策の推進（人権啓発班） 

ＤＶ対策については関係機関（警察・印旛健康福祉センター・女性サポートセンタ

ー等）と連携し、被害者を保護する態勢を整えます。 

また、相談者に対し適切な支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 隣保館の運営（人権啓発班） 

福祉の向上や人権啓発、住民交流の拠点となる地域に密着したコミュニティセンタ

ーとして様々な事業を展開し、人権・同和問題の解決を図ります。 

地域交流事業   高齢者音楽健康教室、フラワーアレンジメント教室、 

         親子ふれあい教室 

  地域交流促進事業 料理教室 

啓発事業     ふれあい講座 

隣保館デイサー  いきがいデイサービス（健康福祉課と連携した介護予防事業） 

ビス事業  

  

 

４ 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・人権啓発センターに業務委託し、人権問題、生活問題、

就労問題等の解消に努めました。 

 

 

・ＤＶ被害者（２５件）の相談に親身に応じました。 

・緊急時には庁内関係課と連携し、被害母子の一時保護に

迅速に対応できました。 

・佐倉警察署、印旛健康福祉センター、女性サポートセン

ター等の関係機関と連携態勢を取り対応しました。 

・ＤＶ被害者が裁判所に申し立てる保護命令手続き等に対

し、適切な支援を行いました。 

・被害者の緊急一時保護に要する経費を備え、緊急時の保

護態勢をとりました。 

 

 

 

＜地域交流事業＞ 

・各種教室を開催し、参加者相互の交流を図りました。 

高齢者音楽健康高齢者音楽健康高齢者音楽健康高齢者音楽健康教室教室教室教室：伴奏に合わせて懐メロを歌った

り、楽器を使って手足を動かし運動機能の向上を図りま

した。 

フラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメント教室教室教室教室：季節の花をアレンジし

て、生活の中に潤いと作る喜びや感動を通して交流を図

りました。 

親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい教室教室教室教室：親子で工作やゲームを行い親子のス

キンシップと参加親子の交流を図りました。 
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６ チャレンジ目標 

 平成２３年度に隣保館事業参加者を対象として実施したアンケート調査等

を基に、平成２５年度に新たな事業を実施するため準備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

４ 

料理教室料理教室料理教室料理教室：休日開館し、季節の食材を取り入れて料理の

応用を学ぶとともに地域交流を促進しました。 

 

＜啓発事業＞ 

ふれあいふれあいふれあいふれあい講座講座講座講座：人権週間に合わせ生涯学習課と合同で開

催し、人権意識の高揚を図りました。 

 

＜特別事業＞ 

いきがいデイサービスいきがいデイサービスいきがいデイサービスいきがいデイサービス事業事業事業事業：健康福祉課と連携し隣保館

を利用し、創作・軽作業、日常生活訓練等を行うことに

より高齢者等の自立の助長を図れました。 

  

 

 

・新規事業として、隣保館まつりを開催するため、平成２

４年度は、まつりの立案をし、利用団体等に呼び掛け、準

備委員会を開催し、協力を得ることができました。 

 


